
平川市道路反射鏡設置基準 

（目的） 

第１条 この基準は、道路反射鏡の設置基準等に関して必要な事項を定め

ることにより、その適正な運用を図り、もって交通安全に資することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この基準において、掲げる用語の定義は、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 私道 道路法（昭和２７年法律第１８０号）の適用を受けない 

民有地の道路をいう。 

（２） 車両 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項 

第８号に規定する車両をいう。 

（３） 道路反射鏡 道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）第３ 

４条の３第４号に規定するほかの車両又は歩行者を確認するため 

の鏡をいう。 

（設置基準） 

第３条 道路反射鏡は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合であり

かつ道路状況等を勘案し市長が必要と認める場合に設置することができ

る。 

（１） 信号機の無い交差点において、左右又は左右のいずれかの見通

しがきかない場合 

（２） 道路の屈折、屈曲部において前方の見通しがきかない場合 

（３） その他市長が認める場合 

２ 前項の設置基準に該当する場合においても、次の各号のいずれかに該

当する場合には、原則設置しない。 

（１） 私道等の利用者が限定される箇所 

（２） 車両等の通行に支障が生じる恐れがある箇所 

（３） 歩行者または自転車の確認のみを目的とする箇所 

（４） 法令等の規定による一時停止または徐行で見通しを確保できる 

箇所 

（５） 冬季の除雪作業に支障が生じる箇所 



（設置要望） 

第４条 道路反射鏡の設置要望は、町会等の代表者が地域に必要と判断し

た場合に道路反射鏡設置要望書（様式第１号）を市長に提出して要望す

るものとする。 

２ 前項の規定により、道路反射鏡の設置を要望する場合において、設置

要望先が民有地の場合は、道路反射鏡設置承諾書（様式第２号）をあわ

せて市長に提出するものとする。 

（移設及び撤去） 

第５条 道路環境の変化等により、管理する道路反射鏡が第３条に規定す

る設置基準に該当しなくなった場合は、当該道路反射鏡を移設または撤

去するものとする。 

（その他） 

第６条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、令和７年１０月２２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 年  月  日 

 

 

平 川 市 長  様 

 

団 体 名 及び 

代 表 者 氏 名 
 

 

平川市道路反射鏡設置要望書 

 

 下記のとおり道路反射鏡の設置を要望します。 

 

１．要望事項 

設置要望場所 
 

要望理由 

 

道路反射鏡の種類 １面鏡 ・ ２面鏡 

 

２．添付資料 

 （１）位置図 

 

 

 

 



様式第２号（第４条関係） 

 

 年  月  日 

   

平 川 市 長 様 

 

 

   住 所           

 氏 名           

             連絡先 

道路反射鏡設置承諾書 

私は、平川市が私の所有する土地へ下記のとおり、道路反射鏡を設置する

ことについて承諾いたします。 

 

１． 土地の所在地 

 平川市                         

２． 承諾内容 

（１） 当該土地を道路反射鏡設置場所として使用するにあたり、使用料は

無償とする。 

（２） 使用期間は道路反射鏡を必要とする期間とし、当該土地の改良等の

事情により撤去の必要が生じたときは、市負担により速やかに撤去し

現状に復することとする。 

（３） 道路反射鏡の維持管理並びに設置で生ずる第三者の苦情または損害

については、市の責任と負担で対応することとする。 


